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■指導行政のポイント 
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 文部科学省は，東日本大震災の教訓を学校防災に

生かすため，２つの有識者会議を設けている。１つ
は「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備
に関する検討会」で，同検討会からは，７月７日に

緊急提言が公表された（８月 15 日付け本紙参照）。�
 もう１つは「東日本大震災を受けた防災教育・防
災管理等に関する有識者会議」。同会議は，７月に

スタートし，目下，中間報告案のとりまとめの作業
を進めている。同会議がまとめつつある「中間とり
まとめ案」に基づいて，学校防災では何が問題とな

っているかをみてみよう。 
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 中間まとめ案は，学校防災について，①防災教育

（児童・生徒等の防災に関する学習や指導），②防
災管理等（学校施設や児童・生徒等の安全管理と家
庭・地域等の連携）に分けて考察している。 

 まず，防災教育。中間まとめ案では，児童・生徒
が自らの危険を予測し，回避する能力を高める防災
教育が重要と指摘している。東日本大震災では，群

馬大学の片田敏孝教授が取り組んだ防災教育で釜石
市の児童・生徒が津波の被害から守られたエピソー
ドが有名になっている。 

その核心は，①想定にとらわれるな，②どんな状
況でも最善を尽くせ，③率先避難者たれ――である
が，中間まとめ案では，その考えが取り入れられて

いる（ちなみに片田教授は有識者会議のメンバーで
ある）。 
 もちろん，防災教育では，基本的な知識の指導も

欠かせない。学習指導要領総則で学校の教育活動全
体を通じて安全教育に取り組むこととなっているほ
か，理科，社会，保健体育等の各教科で地震の原因

や災害発生時の関係機関の役割，応急手当等の指導
を行うこととなっている。 

 中間まとめ案は，防災教育を効果的に推進するた

めには，児童・生徒等の発達段階に応じて指導内容
の体系化を図り，教科や特別活動との横断的・総合
的な関連づけを図ることが重要と指摘している。今

後，学習指導要領の改訂も含めて，防災教育のあり
方を見直す必要があろう。�
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 次に，防災管理。中間まとめ案では，防災管理に
ついて，次の３点を挙げている。 
 第１は，研修の推進。すべての教職員とりわけ管

理職や安全担当教職員は，災害発生時の状況を的確
に判断し，児童・生徒等の安全確保のために適切な
指示や支援をすることが求められる。そのために必

要な知識や技能を身につけなければならない。 
 第２は，対応マニュアルの整備。学校保健安全法
は，各学校に危険発生時対処要領（マニュアル）の

作成を義務づけている。各学校においては，東日本
大震災を踏まえて，危険発生時対処要領の見直しが
求められる。文科省は，来年度概算要求で各学校の

危険発生時対処要領を防災専門家に点検してもらう
ための予算を盛り込む方針を示している。 
 第３は，防災担当部局等との連携。安全な避難場

所，避難経路等の設定について，すべての学校にお
いて地域防災の担当者，大学や研究機関の研究者等
の指導・助言を受けるなどして，再確認，再検討す

ることが必要である。また，避難訓練について地域
等と連携した体制の整備についても徹底していくこ
とが求められる。 

災害発生時に大切なのは家庭との連携である。特
に児童・生徒の引渡しについては，あらかじめ保護
者等との間で災害の規模や状況によって引渡しの基

準や条件を詳細に決めておく必要がある。 

（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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